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【有料広告欄】　　「広報とわだ」に広告を掲載しませんか。申し込み先　総務課広報男女参画係☎51 6702

　市内で事業（農業を含む）をされているかたは、事
業に使用している資産について、償却資産として申告
する必要があります。
対象　１月１日現在、市内で事業に使用している資産
　のうち、土地、家屋、自動車、小型特殊自動車以外
　の資産で取得価額が 10 万円以上のもの
申告期限　1月 31 日㈭（必着）
■次のかたはご注意ください
▶申告の対象と思われるかたには、12 月下旬に申告書
　を郵送しています。届いていないかたはご連絡くだ
　さい。
▶税理士に依頼されているかたは、早めに税理士に相
　談してください。
▶昨年の申告から変更がないかたも「増減なし」の申
　告が必要です。

　平成 24 年 1 月から 12 月までの間に老齢年金を受け
ていたかたへ１月下旬までに日本年金機構から「公的
年金等源泉徴収票」が郵送されます。
　確定申告の際に使用することがありますので大切に
保管してください。もし、紛失された場合は再交付が
できますので、ねんきんダイヤルまたは八戸年金事務
所にお問い合わせください。
　なお、「障害年金」や「遺族年金」については課税の
対象になっていないため、源泉徴収票は送付されませ
ん。
問▶ねんきんダイヤル☎ 0570‒05‒1165
　▶八戸年金事務所☎ 0178-43‒7368

「公的年金等源泉徴収票」が
送付されます

償却資産の申告について
指名競争入札等参加資格審査申請書受け付け
受付期間　１月 15 日㈫～２月 15 日㈮

（土・日曜日、祝日を除く）
■十和田市役所　問財政課☎51 6714
　平成 25 年度に市で行う建設工事などに係る競争入札
などに参加を希望するかたは、次により申請してくだ
さい。「建設工事」は毎年申請が必要です。
提出書類　市指定様式ほか
申請区分および有効年度　①建設工事　（平成 25 年度）
②測量・建設コンサルタント等　（平成 25・26 年度）
③物品等（製造・売買・修繕・印刷・委託・賃貸借・
　除雪など）（平成 25・26 年度）
※提出要領および市指定様式は、市ホームページから
　ダウンロードできます。
■十和田地域広域事務組合　問総務課☎⑳ 8100
提出書類　統一様式または組合指定様式
申請区分および有効年度
①物品の製造請負、売買または役務提供等
　（平成 25 年度）
②建設工事および測量・建設コンサルタント等
　（平成 25・26 年度）
※①は中間年の受け付けとなりますので、平成 24 年
　受付期間に申請されたかたは不要です。
※提出要領および組合指定様式は、組合ホームページ
　からダウンロードできます。
■十和田地区環境整備事務組合　問総務係☎55 2178
提出書類　統一様式または組合指定様式
申請区分および有効年度
①物品および建設コンサルタント等（平成 25・26 年度）
②建設工事（平成 25 年度）
※②は中間年の受け付けとなりますので、平成 24 年
　受付期間に申請されたかたは不要です。
※提出要領および組合指定様式は、組合ホームページ
　からダウンロードできます。

■十和田地区食肉処理事務組合　問庶務係☎㉓ 7321
提出書類　統一様式または組合指定様式
申請区分および有効年度
①物品および測量・建設コンサルタント等
　（平成 25・26 年度）
②建設工事（平成 25 年度）
※提出要領および組合指定様式は、組合ホームページ
　からダウンロードできます。

税務課
からのお知らせ

問税務課家屋係☎51 6769

■平成 25 年度償却資産の申告用紙が変わりました
　用紙の変更に伴い、次のことにご注意ください。
▶減少資産がある場合は、「種類別明細書（減少資産
　用）」の用紙に直接記入し提出してください。
▶「償却資産申告書」および「種類別明細書（減少資
　産用）」の控えが必要なかたは、ご自分でコピーす
　るか、申告の際にお知らせください。

国保年金課
からのお知らせ


